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(54)【発明の名称】 内視鏡装置用プロセッサ

(57)【要約】
【課題】  観察部位が常時一定の周期で振動していなく
ても、振動中にある観察部位の特定形状のみを抽出した
静止画像を撮像することができる内視鏡装置用プロセッ
サを提供すること。
【解決手段】  内視鏡装置用プロセッサは、異なる振動
位相の状態にある部位の画像データをそれぞれ記憶する
ための複数の記憶手段を有する画像処理手段が、発光手
段のストロボ光発光によって電子スコープから送信され
る画像データを、決定手段によって決定された所定の記
憶手段に記憶させ、また静止画観察時において所望の振
動位相に対応する記憶手段に記憶されている画像データ
をモニタに出力させる構成にした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  所定の発光周期でストロボ光を発光する
発光手段と、
観察部位の振動波形を検出する検出手段と、
異なる振動位相の状態にある部位の画像データをそれぞ
れ記憶するための複数の記憶手段を有する画像処理手段
と、
前記発光周期と前記検出手段によって検出される前記振
動波形とから、撮像された部位の振動位相に対応する所
定の記憶手段を決定する決定手段と、を有する内視鏡装
置用プロセッサであって、
前記画像処理手段は、前記発光手段のストロボ光発光に
よって該プロセッサに接続された電子スコープから出力
される画像信号に基づく画像データを前記複数の記憶手
段のうちの前記決定手段によって決定された所定の記憶
手段に記憶させ、観察すべき所望の振動位相に対応する
記憶手段に記憶されている画像データをモニタに出力さ
せること、を特徴とする内視鏡装置用プロセッサ。
【請求項２】  請求項１に記載の内視鏡装置用プロセッ
サにおいて、
前記記憶手段は、それぞれ異なるアドレスが割り振られ
ており、
前記決定手段は、前記検出手段によって検出される前記
振動波形および前記発光周期に基づいて、前記ストロボ
光を発光した時を含む前記部位の振動周期と該振動周期
内における発光タイミングとを計る計時手段と、前記計
時手段によって求められた前記振動周期と前記発光タイ
ミングとに基づいて、前記所定の記憶手段に対応するア
ドレスを算出する算出手段と、を有し、
前記画像処理手段は、前記複数の記憶手段のうちの前記
算出手段によって算出された前記アドレスに対応する記
憶手段に画像データを記憶させること、を特徴とする内
視鏡装置用プロセッサ。
【請求項３】  請求項２に記載の内視鏡装置用プロセッ
サにおいて、
前記算出手段は、前記振動周期で前記発光タイミングを
除算して求めた、所定の位相を基準とした場合における
撮像部位の振動位相の変位を用いて前記アドレスを算出
すること、を特徴とする内視鏡装置用プロセッサ。
【請求項４】  請求項２または請求項３に記載の内視鏡
装置用プロセッサにおいて、
前記決定手段は、前記検出手段によって検出される前記
振動波形における所定の位相からの一波長ごとに前記計
時手段のカウントをリセットするリセット手段をさらに
有すること、を特徴とする内視鏡装置用プロセッサ。
【請求項５】  請求項１から請求項４のいずれかに記載
の内視鏡装置用プロセッサは、さらに、
前記所望の振動位相を設定する位相設定手段を有するこ
と、を特徴とする内視鏡装置用プロセッサ。
【請求項６】  請求項１から請求項５のいずれかに記載

2
の内視鏡装置用プロセッサは、さらに、
振動する前記部位をスロー動画像として再生するスロー
動画設定手段を有し、
スロー動画設定時、前記画像処理手段は、前記複数の記
憶手段から順次画像データを読み出して、前記モニタに
出力することを特徴とする内視鏡装置用プロセッサ。
【請求項７】  請求項１から請求項６のいずれかに記載
の内視鏡装置用プロセッサにおいて、
前記発光手段は、ストロボ光源を有すること、を特徴と
する内視鏡装置用プロセッサ。
【請求項８】  請求項１から請求項７のいずれかに記載
の内視鏡装置用プロセッサにおいて、
前記部位は、連続発声中の声帯であることを特徴とする
内視鏡装置用プロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、生体器官におい
て振動する部位、たとえば声帯の観察に使用される内視
鏡装置用のプロセッサに関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、様々な部位を撮像する内視鏡装置
が実用化されている。例えば連続発声時の声帯のように
連続振動する部位を撮像するための内視鏡装置がある。
上記振動部位を撮像、観察するための内視鏡装置では、
少なくとも振動中にある観察部位の特定形状のみを抽出
して静止画像として観察（以下、静止画観察という）で
きることが求められている。
【０００３】そのため従来、常時発光する通常光源のか
わりに、間欠的に発光するストロボ光源を備えた内視鏡
装置が用いられていた。ストロボ光源は、一定周期で間
欠的にストロボ光を発光可能な利点がある。例えば、該
内視鏡装置を用いて声帯を観察する場合、術者は、被検
者の協力の下、常に所定の音を連続発声してもらい、観
察部位である声帯を常に所定の周期による振動状態にし
た上で、ストロボ光源の発光タイミングを声帯の振動の
所定の位相に同期させる発光制御を行う。これにより、
術者は、振動中の声帯の特定形状を静止画として観察す
ることができる。
【０００４】しかしながら、被検者にとって、常に所定
の音を連続発声することは、実際には極めて困難であ
り、体力的負担または精神的負担を強いることになって
しまう。また、声帯以外の他の部位を観察する場合、該
部位が常時所定の周期で振動しているとは限らない。
【０００５】このように観察部位が所定の周期で振動し
ていない、つまり不規則な振動をしている場合、従来の
内視鏡装置では、ストロボ光の発光タイミングと観察部
位の振動の所定の位相とが毎回ずれてしまうため、観察
部位の特定形状を静止画として観察することができない
という問題点がある。
【０００６】
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【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は上記の
事情に鑑み、観察部位が常時一定の周期で振動していな
くても、振動中にある観察部位の特定形状のみを抽出し
た静止画像を撮像することができる内視鏡装置用プロセ
ッサを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】このため、請求項１に記
載の内視鏡装置用プロセッサは、所定の発光周期でスト
ロボ光を発光する発光手段と、観察部位の振動波形を検
出する検出手段と、異なる振動位相の状態にある部位の
画像データをそれぞれ記憶するための複数の記憶手段を
有する画像処理手段と、発光周期と前記検出手段によっ
て検出される振動波形とから、撮像された部位の振動位
相に対応する所定の記憶手段を決定する決定手段とを有
する。画像処理手段は、発光手段のストロボ光発光によ
って該プロセッサに接続された電子スコープから出力さ
れる画像信号に基づく画像データを、複数の記憶手段の
うち、決定手段によって決定された所定の記憶手段に記
憶させ、所望の振動位相に対応する記憶手段に記憶され
ている画像データをモニタに出力させることを特徴とす
る。
【０００８】上記の構成によれば、実際に検出された振
動波形および実際の発光周期に基づいて決定される、撮
像された部位の振動位相ごとに異なる記憶手段に画像デ
ータを記憶できる。そして、特定の記憶手段からのみモ
ニタに画像データを出力することによって、術者は所望
とする形状を有する部位の静止画像を観察することがで
きる。従って本発明は、観察部位が一定の振動周期で振
動していなくても、所定の位相時の部位を観察すること
ができるため、内視鏡観察中の被検者の負担が軽減され
ることになる。
【０００９】請求項２に記載の内視鏡装置用プロセッサ
によれば、記憶手段は、それぞれ異なるアドレスが割り
振られていることが望ましい。そして決定手段は、検出
手段によって検出される振動波形および発光周期に基づ
いて、ストロボ光を発光した時の部位の振動周期と該振
動周期内における発光タイミングとを計る計時手段と、
計時手段によって求められた振動周期と前記発光タイミ
ングとに基づいて、所定の記憶手段に対応するアドレス
を算出する算出手段とを有しており、画像処理手段は、
複数の記憶手段のうち、算出手段によって算出されたア
ドレスに対応する記憶手段に画像データを記憶させるこ
とが望ましい。
【００１０】詳しくは、上記算出手段は、振動周期で発
光タイミングを除算することにより求められる、所定の
位相を基準とした場合における撮像部位の振動位相の変
位を用いて上記アドレスを算出する処理を行っている
（請求項３）。
【００１１】請求項４に記載の内視鏡装置用プロセッサ
によれば、決定手段が、さらに、検出手段によって検出
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される振動波形における所定の位相からの一波長ごとに
計時手段のカウントをリセットするリセット手段を備え
ることができる。リセット手段を使用すれば、所定の記
憶手段を決定するための算出処理等の円滑化を促進させ
ることができる。
【００１２】請求項５に記載の内視鏡装置用プロセッサ
は、さらに、所望の振動位相を設定する位相設定手段を
有することを特徴とする。これにより、術者は、任意の
形状の部位に関する静止画像を観察することが可能にな
る。
【００１３】請求項６に記載の内視鏡装置用プロセッサ
によれば、振動する部位をスロー動画像として再生する
スロー動画設定手段を有することが好ましい。スロー動
画設定時、上記画像処理手段は、複数の記憶手段から順
次画像データを読み出して、前記モニタに出力する処理
を行う。スロー動画像を観察することができれば、より
一層、病変部の検出や観察時の術者の便宜に資すること
ができる。
【００１４】上記発光手段には、ストロボ光源を用いる
ことができる（請求項７）。
【００１５】また、本発明は、観察部位が高速で振動す
る声帯であるときにより高い効果を得ることができる
（請求項８）。
【００１６】
【発明の実施の形態】図１は本発明の実施形態の内視鏡
装置用プロセッサを含む内視鏡装置１００の概略構成図
である。内視鏡装置１００は、プロセッサ１００ａ、電
子スコープ１００ｂおよびモニタ６０とから構成され
る。プロセッサ１００ａは、光源部１０、メイン制御部
２０、画像処理回路３０、マイク４０、フロントパネル
スイッチ５０とを有する。電子スコープ１００ｂは、Ｃ
ＣＤ７０、ライトガイド８０とを有する。光源部１０に
は、ストロボ光を発光するストロボ光源１１が設けられ
ている。画像処理回路３０には、予めＮＯ．１からＮ
Ｏ．８までのアドレスが各々割り振られた八個のフレー
ムメモリ３１ａ～３１ｈが設けられている。
【００１７】なお本実施形態では、観察部位は振動中、
つまり発声しているときの声帯を想定している。従って
内視鏡観察を行うにあたり、術者は、予め被検者の喉付
近にマイク４０を固定しておき、被検者に発声してもら
う。
【００１８】また図２は、メイン制御部２０の一部を詳
細に示すブロック図である。図２に示すように、メイン
制御部２０内には、光源部１０の発光制御を行う発光制
御回路２１、波形整形回路２２およびパルス生成回路２
３からなる振動波形検出部、クロック発生器２４および
カウンタ２５からなる計時部、第一レジスタ２６、演算
器２７、第二レジスタ２８からなる演算部が設けられて
いる。
【００１９】まず、各図面を参照しつつ内視鏡装置１０
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０における撮像に関する動作について概説する。発光制
御回路２１は、所定の光量のストロボ光を一定のタイミ
ングで発光するように光源部１０のストロボ光源１１に
対して所定の周期で発光制御信号を送信する。光源部１
０のストロボ光源１１から照射されるストロボ光は、ラ
イトガイド８０内を導かれ、電子スコープ１００ｂの先
端から発光する。発光状態にあるとき、該先端のＣＣＤ
７０は、観察部位の反射光により受光面に形成された光
学像に対応する電荷を蓄積する。ＣＣＤ７０は、所定の
タイミングで蓄積された電荷を画像信号として画像処理
回路３０に出力する。
【００２０】画像信号は、画像処理回路３０内でＡ／Ｄ
変換等所定のデジタル処理を施された後、所定の位相
（以下、基準位相という）を基準とした場合における被
撮像部位の振動位相の変位に対応するフレームメモリ３
１ａ～３１ｈのいずれか一つに画像データとして記憶さ
れる。つまり、各フレームメモリ３１ａ～３１ｈは、各
々、他のフレームメモリに記憶される画像データとは異
なる振動位相時に撮像された部位に関する画像データが
記憶される。以下、画像データが、撮像された部位の振
動位相に対応する特定のフレームメモリに記憶される処
理を詳説する。
【００２１】図３は、メイン制御部２０が行う画像処理
回路制御に関するタイミングチャートである。発光制御
回路２１は、発光制御信号を送信するのと同時にパルス
（発光パルス）を生成し、第一レジスタ２６および演算
器２７に送信する。発光パルスの送信タイミング、換言
すればストロボ光の発光によってＣＣＤ７０が電荷蓄積
を行う期間を図３ｃに示す。なお図３ｃでは、説明の便
宜上、各発光パルスに対しＬ１、Ｌ２・・・の順に番号
を付している。
【００２２】術者は、内視鏡観察中、被検者に所定音を
発声してもらう。被検者の発声に伴い、マイク４０が声
帯の振動波形を検出し、検出信号として波形整形回路２
２に送信する。波形整形回路２２は、検出信号の波形を
パルス整形して、整形後の検出信号をパルス生成回路２
３に送信する。整形後の検出信号を図３ａに示す。パル
ス生成回路２３は、図３ｂに示すように、受信した検出
信号の立ち上がりに対応してパルス（立ち上がりパル
ス）を生成し、該立ち上がりパルスをカウンタ２５、第
二レジスタ２８、および演算器２７に送信する。本実施
形態ではこの検出信号の立ち上がりにおける位相を基準
位相としている。なお説明の便宜上、図３ｂでは、各立
ち上がりパルスに対しＳ１、Ｓ２・・・の順に番号を付
している。
【００２３】カウンタ２５は、クロック発生器２４から
発振されるクロックパルス（図３ｄ）をカウントしてい
る。またカウンタ２５は、カウント値を第一レジスタ２
６、第二レジスタ２８に出力する。カウンタ２５からの
カウント出力は、図３ｅに示される。なお、カウンタ２
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５は、クロックパルスのカウント中に、パルス生成回路
２３からの立ち上がりパルスを受信すると、カウント値
をリセットする。つまり、カウンタ２５のカウント値
は、基準位相を基準として声帯の振動一波長ごとにリセ
ットされる。該リセットにより、カウンタ２５の最大値
は常に声帯の振動一周期分を示す値になる。図３ｅによ
れば、立ち上がりパルス（図３ｂ）を契機としてカウン
ト値にリセットがかけられていることがわかる。なお図
３ｅでは、矩形内の白色文字で表された数値が立ち上が
りパルスに対応するカウント値を示す。
【００２４】第一レジスタ２６は、発光制御回路２１か
ら送信される発光パルス（図３ｃ）を受信したときのカ
ウント値を保持する。第一レジスタ２６によって保持さ
れるカウント値は、ストロボ発光時（撮像時）を含む振
動周期内での発光タイミングを意味する。第一レジスタ
２６のカウント値保持状態を図３ｆに示す。第一レジス
タ２６は、図３ｆによれば、たとえば発光パルスＬ１を
受信したとき、該受信時のカウント値「２」を保持す
る。
【００２５】第二レジスタ２８は、パルス生成回路２３
から送信される立ち上がりパルス（図３ｂ）を受信した
ときのカウント値を保持する。第二レジスタ２８によっ
て保持されるカウント値は、ストロボ発光時（撮像時）
を含む振動周期を意味する。第二レジスタ２８のカウン
ト値保持状態を図３ｇに示す。第二レジスタ２８は、図
３ｇによれば、たとえば立ち上がりパルスＳ２を受信し
たとき、該受信時のカウント値「８」を保持する。
【００２６】演算器２７は、発光パルスおよび該発光パ
ルス受信後最初の立ち上がりパルスを受信すると、各レ
ジスタ２６、２８から保持されているカウント値を読み
出して画像データを記憶するフレームメモリのアドレス
を求める演算処理を行う。演算器２７が各レジスタ２
６、２８からカウント値を読み出し演算処理を開始する
タイミングを図３ｈに示す。なお説明の便宜上、図３ｈ
では、各演算タイミングに対しＣ１、Ｃ２・・・の順に
番号を付している。
【００２７】演算処理は、次のようにして行われる。演
算器２７は、まず第一レジスタ２６から読み出した値
を、第二レジスタ２８から読み出した値で除算すること
により、検出信号の立ち上がり時を基準の位相とした場
合における撮像時の振動位相の変位を求める。次に除算
結果（変位）に、画像処理回路３０内に格納されるフレ
ームメモリの総数を乗じる。演算器２７は、この乗算に
より得られる演算結果を、該変位に対応するフレームメ
モリのアドレスと決定する。
【００２８】たとえば演算タイミングＣ１では、演算器
２７は、第一レジスタ２６からは発光パルスＬ１に対応
するカウント値「２」を読み出し、第二レジスタ２８か
らは立ち上がりパルスＳ２に対応するカウント値「８」
を読み出す。そして、上記除算を行うことにより求めら
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7
れた基準位相からの変位（ここでは１／４）にフレーム
メモリ３１ａ～３１ｈの総数（ここでは８）を乗じて演
算結果「２」を得る。演算器２７は、この演算結果
「２」を発光パルスＬ１時に発光したストロボ光によっ
て得られた画像データを記憶するフレームメモリのアド
レスと決定する。
【００２９】上記のような演算処理を繰り返すと、乗算
結果が整数値にならないこともある。たとえば、演算タ
イミングＣ２で行う演算処理では、演算結果が約５．３
３になってしまう。この場合、演算器２７は小数点以下
を四捨五入する処理を行い、演算結果が必ず整数値にな
るようにする（演算結果の丸め処理）。従って、演算タ
イミングＣ２で行う演算処理の演算結果は、「５」とな
る。つまり演算器２７は、発光パルスＬ２時に発光した
ストロボ光によって得られた画像データを記憶するフレ
ームメモリのアドレスを「５」と決定する。同様に、演
算タイミングＣ３で行う演算処理によって、発光パルス
Ｌ３時に発光したストロボ光によって得られた画像デー
タを記憶するフレームメモリのアドレスを「６」と決定
する。
【００３０】演算器２７は、決定したアドレスが割り振
られたフレームメモリに画像データが記憶されるよう
に、画像処理回路３０に制御信号を送信する。該制御信
号に従って、画像処理回路３０は、ＣＣＤ７０から送信
されてくる画像信号を画像データとしてフレームメモリ
３１ａ～３１ｈのいずれかに記憶させていく。
【００３１】たとえば、発光パルスＬ１時に発光したス
トロボ光によって得られた画像データは、アドレスＮ
Ｏ．２のフレームメモリ３１ｂに記憶される。同様に、
発光パルスＬ２時に得られた画像データは、アドレスＮ
Ｏ．５のフレームメモリ３１ｅに記憶される。発光パル
スＬ３時に発光したストロボ光によって得られた画像デ
ータは、アドレスＮＯ．６のフレームメモリ３１ｆに記
憶される。
【００３２】以上のようなメイン制御部２０の制御、お
よび画像処理回路３０の画像データ処理によって、フレ
ームメモリ３１ａ～３１ｈには、他のフレームメモリと
は重複しない所定の振動位相時における観察部位に関す
る画像データが記憶されることになる。
【００３３】術者は、フロントパネルスイッチ５０を操
作して、どの振動位相時にある声帯を観察したいかを設
定する。画像処理回路３０は、該設定に対応するフレー
ムメモリからのみ画像データを読み出して、モニタ６０
に出力する。これにより、たとえ声帯の振動が一定でな
くても、術者が必要とする形状の声帯を静止画として観
察することができる。
【００３４】さらに術者は、フロントパネルスイッチ５
０を操作することにより、振動中にある声帯の振動によ
る変化をスロー動画像として観察することも可能であ
る。この場合、画像処理回路３０は、所定のタイミング
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で一つずつずらしてフレームメモリ３１ａ～３１ｈから
順次画像データを読み出していく。画像データを読み出
すフレームメモリを徐々にずらすことによって、モニタ
６０上にはゆっくりと振動（形状変化）する声帯の動画
像を観察することができる。
【００３５】以上が本発明の実施形態である。本発明は
これらの実施形態に限定されるものではなく趣旨を逸脱
しない範囲で様々な変形が可能である。
【００３６】たとえば上記実施形態では、説明の便宜
上、クロック発生器２４から発振されるクロックパルス
（図３ｄ）の周期を大きめにとり、かつフレームメモリ
３１ａ～３１ｈの総数も八個として説明している。しか
し、実際に使用する場合には、クロックパルスはより周
波数の大きいものを用い、またフレームメモリの搭載数
をより増加させることにより、より細かく振動位相をサ
ンプリングすることができ、モニタ６０上で観察部位の
微細な変化を観察することが可能になる。また、上述し
た演算結果の丸め処理により同一フレームメモリに逐次
記憶される画像データに基づくモニタ６０上の映像間の
ぶれも少なく抑えることができる。
【００３７】上記実施形態では、カウンタ２５のカウン
ト値は、基準位相を基準として声帯の振動一波長ごとに
リセットされる構成になっているが、声帯の振動一波長
ごとのカウント値と基準位相から発光時の振動位相まで
の変位とを検出できさえすれば、上記実施形態のような
リセット手段を用いなくてもよい。たとえば、演算器２
７で、上記アドレスを決定する演算処理を行う前に、各
レジスタ２６、２８から読み出したカウント値から、前
回の演算処理に用いた第二レジスタ２８の値を減算する
処理を行ってもよい。
【００３８】また上記実施形態の光源部１０にはストロ
ボ光源１１が設けられている。しかし、本発明で使用す
る光源部はこれに限定されず、通常光源と回転スリット
板とを用いて連続光がスリット板を透過したときにの
み、光が観察部位を照明するような擬似的にストロボ光
を生成するような光源部を使用することもできる。
【００３９】上述した実施形態では、観察部位を一つの
音を連続発声中の声帯と仮定して説明したが、内視鏡装
置１００は、声帯を撮像するときのみ使用されるもので
はない。例えば、鼓動を続ける心臓等、他の振動する部
位を撮像するときにも使用することができる。声帯以外
の振動する部位を撮像するとき、場合によっては、マイ
ク４０以外の他の振動検出手段を用いることができる。
【００４０】
【発明の効果】このように本発明は、観察部位が振動す
る一周期および該一周期中での発光タイミングとから決
定された、振動位相に対応する記憶手段に画像データを
記憶させ、所定の記憶手段からのみ画像データをモニタ
に出力する構成にすることにより、観察部位が常時一定
の周期で振動していなくても、振動中にある観察部位の
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特定形状のみを抽出した静止画像を撮像することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の内視鏡装置の概略構成図で
ある。
【図２】本発明の実施形態のメイン制御部の一部を詳細
に示すブロック図である。
【図３】メイン制御部が行う画像処理回路制御に関する
タイミングチャートである。
【符号の説明】
１０    光源部
２０    メイン制御部
２１    発光制御回路 *
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*２２    波形整形回路
２３    パルス生成回路
２５    カウンタ
２６    第一レジスタ
２７    演算器
２８    第二レジスタ
３０    画像処理回路
３１ａ～３１ｈ    フレームメモリ
４０    マイク
７０    ＣＣＤ
１００    内視鏡装置
１００ａ    プロセッサ

【図１】

【図２】
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